
社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 新宿区成年後見センター 
●住所：   〒１６９－００７５ 新宿区高田馬場１－１７－２０ 

●電話番号： ０３－５２７３－４５２２  ●ＦＡＸ： ０３－５２７３－３０８２ 

●e-mail：  ｓｋｃ＠ｓｈｉｎｊｕｋｕ－ｓｈａｋｙｏ．ｊｐ  

   

 

申込み方法 

問合せ・申込み先 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 時間（各４５分） 相談員 

①  午後 ４時３０分～ ５時１５分 司法書士 

②  午後 ５時００分～ ５時４５分 弁護士 

③  午後 ５時３０分～ ６時 1５分 司法書士 

④  午後 ６時００分～ ６時４５分 弁護士 

出張相談会 

【日程】 平成30年 11 月6 日（火） 

（新宿区内藤町８７番地） 

成年後見制度の利用方法・後見人をつけるべきかどうか・後見人活動で悩みがあるなど、成年 

後見制度に関する疑問や不安に、弁護士または司法書士がお答えします。 

 

 

出張相談会 
 

秘密厳守・ 

プライバシー

に配慮した 

個室をご用意

します。 

 

問合せ・申込み先 

 

電話・ＦＡＸ・Ｅメール・ハガキ・窓口のいずれか。以下①～⑤を明記の上、下記までお申込み
ください。（「相談会」は電話・FAX・Ｅメール・窓口のいずれかでお申込みください。受付後、事
前に相談内容をお伺いします。） 
① 氏名（ふりがな）、② 区内在住・在勤・在学の別を記載、③ 電話番号（もしくはＦAX 番号）、 
④ 申込み希望（講座・相談会・両方とも）、⑤ 本講座・相談会をお知りになったきっかけ 
＊相談会については、９月２５日（火）より受付開始します。（先着順）  

申込み方法 

 

講師 牧野 由紀乃氏（社会福祉士） 

午後２時～４時 要事前申込 

 

【会場】  

＆ 

四谷地域センター 集会室2・3(四谷区民センター１１階) 

 

＜講師紹介＞  

東京都社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ会員 

現在、障害のある方等の後見業務を受任し、活動しています。 

 

参加費無料 
 

 

 

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断機能が十分でない人の権利

を守る制度です。成年後見制度の概要やかかる費用の目安など、成年後見人である社会福祉士が

実際の活動の流れに沿ってわかりやすくお話します。(定員はありません) 

 

定員 : 全４組（要事前申込） 

 

まず 

知ろう!! 



 

 

 

 

 

☆東京メトロ丸の内線 新宿御苑駅下車 徒歩約５分 

☆都バス 品 97 新宿西口～品川車庫「新宿一丁目」下車 徒歩約 1 分 

 

ふりがな 

氏名 

 

区内在住・ 

在勤・在学 

の別 

該当を〇で囲んでください。 

電話番号      (   ) ＦＡＸ     (   ) 

申込み希望 

ご希望を〇で囲んでください。 

 

講座・相談会

をお知りにな

ったきっかけ 

該当するものを〇で囲んでください。 

１．成年後見センターからの通知  ２．広報しんじゅく 

３．掲示板   ４．チラシ   ５．区社会福祉協議会広報紙けやき  

６．区社会福祉協議会ホームページ ７．知人からの紹介 

８．その他（                 ） 

１１/６（火） 成年後見入門講座＆出張相談会 申込書 

      FAX 受付用紙 FAX⇒03-5273-3082 

在住 在学 在勤 

講座  相談会 
 ※「相談会」は電話・FAX・Ｅメール・窓口のいずれかでお申込み下さい。

受付後、事前に相談内容をお伺いします。 

 

【会場地図】 四谷地域センター（新宿区内藤町８７番地 四谷区民センター11 階） 

 

 

四谷区民センター

ー 

四谷地域センターは 

11階です 

両方 


